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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年７月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年１１月１１日 １４時３０分ごろ 

発生場所 山口県宇部市宇部港東方沖 

宇部市所在の丸尾港防波堤灯台から真方位１７５°５.１海里付近 

（概位 北緯３３°５３.１′ 東経１３１°２１.９′） 

事故調査の経過 平成２５年１１月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ  押船  第八十八たいせい、１９トン 

     ２９２－５０２８５長崎、大石建設株式会社 

     １１.９３ｍ×５.８０ｍ×２.０８ｍ、鋼 

     ディーゼル機関２基、１,５１８.００kＷ（合計）、平成２５年

３月 

Ｂ 起重機船 第八大生
たいせい

、約１,９０７トン 

   なし、大石建設株式会社 

   ６５.００ｍ×２５.００ｍ×５.００ｍ、鋼 

   機関なし、平成２５年（建造年） 

Ｃ  漁船  拓
たく

海
み

丸、４.４トン 

      ＹＧ３－５０８０１（漁船登録番号）、個人所有 

      １０.６２ｍ（Lr）×２.８２ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

      ディーゼル機関、４８kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６０

年３月２１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ 男性 ５７歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

        免 許登録日  昭和５５年７月１８日 

        免許証交付日  平成２５年４月３日 

                      （平成３０年４月２２日まで有効） 

Ｃ  船長Ｃ 男性 ５２歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

        免 許登録日  平成７年６月１日 

        免許証交付日  平成２１年８月３１日 

                      （平成２７年５月３１日まで有効） 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ  右舷外板に擦過傷 

Ｃ  船首を圧壊 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、船首に回転式クレーン及

び船尾両舷にスパッドを備えたＢ船に４人の甲板員を乗せ、Ｂ船の船

尾嵌
かん

合
ごう

部に船首を油圧シリンダ等で固定して全長が約６７ｍとなるＡ

船押船列を構成し、約７.０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で宇部港南東沖を北東進した。 

船長Ａは、操縦席で見張り及び手動操舵を行い、右舷船首方約６０

０ｍの所において、低速力で接近しているＣ船を見たが、Ａ船の左舷

側を反航して来る貨物船の動静に気を取られて航行していたところ、

Ｂ船の右舷至近に接近したＣ船を認め、何もできず、平成２５年１１

月１１日１４時３０分ごろ、宇部港東方沖において、Ｂ船の右舷外板

にＣ船の船首が衝突した。 

Ｃ船は、船長Ｃ及び甲板員Ｃが乗り組み、宇部港東方沖で早朝から

小えびを狙って桁底引き網漁に従事していたが、昼を過ぎて風が強ま

ってきたので、船長Ｃが、最後の網にしようとし、船尾から桁底引き

網を海底に降ろした。 

船長Ｃは、桁底引き網を降ろした後、周囲を見回したが、危険な関

係となる船舶を見なかったので、約２.５kn の速力で自動操舵として

西進し、操舵室後方の後部甲板上において、甲板員と共に前回の操業

で水揚げをした漁獲物を選別しているうち、ふと前方を見たところ、

船首至近に接近したＢ船の右舷を認め、手を伸ばして機関のクラッチ

を中立としたが、Ｃ船船首がＢ船の右舷に衝突した。 

船長Ａは、衝突後、海上保安庁に通報したところ、現場で待機する

ように指示があったので、Ｂ船が錨を降ろし、Ｃ船を舷側につないで

巡視船の到着を待った。 

（付図１  事故発生経過概略図  参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項 

 

船長Ａは、長崎県内での作業船の運航については経験が豊富であっ

たものの、押船の船長は本事故の約３か月前からであり、本事故海域

に来たのは初めてであった。 

船長Ａは、本事故後、Ａ船の左舷側を反航して来る貨物船の動静に

気を取られ、Ｃ船の存在を失念していたものと思った。 

船長Ｃは、Ｃ船に漁労に従事している船舶を示す形象物を掲げてい

なかったが、船尾から綱を出して低速で航行する様子から、他船はＣ

船が漁労中であることが分かるはずだと思っていた。 

 Ｃ船は、汽笛等の装備がなかった。 



- 3 - 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ  あり、Ｃ  あり 

Ａ  なし、Ｃ  なし 

Ａ  なし、Ｃ  なし 

Ａ船押船列は、宇部港東方沖を北東進中、船長Ａが、右舷船首方か

ら接近して来るＣ船を見たものの、左舷側を反航して来る貨物船の動

静に気を取られていたことから、Ｃ船の存在を失念し、Ｃ船を右舷至

近に接近して認め、Ａ船押船列のＢ船とＣ船が衝突したものと考えら

れる。 

Ｃ船は、宇部港東方沖を西進して操業中、船長Ｃが、危険な関係と

なる船舶を見なかったので、漁獲物を選別していたことから、Ａ船押

船列のＢ船を船首至近に接近して認め、Ｃ船とＢ船が衝突したものと

考えられる。 

原因 本事故は、宇部港東方沖において、Ａ船押船列が北東進中、Ｃ船が

西進して操業中、船長Ａが左舷側を反航して来る貨物船の動静に気を

取られ、また、船長Ｃが漁獲物を選別していたため、Ａ船押船列のＢ

船とＣ船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、常に視覚、聴覚及びそのときの状況に適した他の

手段により、適切に見張りを行うこと。 

・操業中であっても、適切な見張りを妨げる作業は行わないこと。

・操業中の漁船は、形象物を掲げること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 


